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令和元年度第 1回境川町地域審議会会議録 

 

開催日時 

令和元年 6月 25日（火）午後 7時～ 

開催場所 

境川防災センター1階会議室 

出 席 者 

・地域審議委員 

龍澤委員、宮澤委員、早川委員、春田委員、橘田(宗)委員、雨宮委員、北野委員、 

宮川(明)委員、鍋田委員、宮川(貴)委員、清水委員、岩澤委員 計 12名 

・事務局 野﨑支所長、小林地域住民担当Ｌ 

欠 席 者 橘田(昌)委員 

傍 聴 人 なし 

 

次 第（進行：事務局担当Ｌ） 

1． 開会（支所長） 

 

2．委嘱状交付 

 ・支所長から欠席者を除く全委員に委嘱状を交付 

 

3．議事（協議書第 7条 4項により会長が議長を務める） 

(1) 正副会長の選出について  

（事務局） 

地域審議会条例第 7 条第 4 項の規定に、会議の議長は会長が努めるとあるが、会長

が決まるまでの間、座長を支所長にお願いし進めていく。 

（支所長） 

暫くの間、座長を勤めさせていただく。御協力を願う。それでは、（１）正副会長の

選出について、事務局から説明を願う。 

（事務局） 

資料 2 ページを御覧いただきたい。第 6 条に「地域審議会に会長及び副会長を置き、

委員の互選により定める。」とある。この規定に基づき正副会長 1 名ずつの選出を互選

によりお願いする。なお、正副会長におかれては、充て職として、坊ケ峯ふるさと祭

り実行委員会の委員となっていただくことになるが、御承知おきいただきたい。 

（支所長） 

事務局から互選により選出すると説明があったが、選出方法はいかがか。 

（委員） 

    事務局で案があるか。 

（事務局） 

過去の選出経過としては、本会委員のメンバーは、町内各団体の代表者及び学識経
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験者から組織されているが、仮に、各団体の代表者が選出された場合、各団体の代表

者は充て職となっているため、それぞれ任期もあり、団体の代表が替わったとき、委

員も替わることになる。そうなった場合役員選出が非常に困難となる。このような理

由から、これまでは学識経験者の中から選出されていた。 

（支所長） 

事務局から説明があったが、学識経験者の中から選出していたということだが、3

名の学識経験者の方々、いかがか。 

（委員） 

龍澤委員にやっていただけないか。 

（支所長） 

  会長に龍澤委員という意見があったが、いかがか。 

 

    （全員：賛成） 

 

（支所長） 

龍澤委員よろしいか。 

  龍澤委員が引き受けてくださるので、よろしく願う。 

  副会長はいかが。 

（委員） 

  宮澤委員いかがか。 

（支所長） 

  宮澤委員お願いできるか。 

  それでは、会長は龍澤委員、副会長は宮澤委員ということでよろしいか。 

 

    （全員：賛成） 

 

（支所長） 

  それでは、御承認いただいたので決定させていただく。 

会長が決まったので、会長からごあいさつをいただき、その後、座長をお願いした

い。 

（会長） 

地域審議会も 15 年目になる。15 年間の長い間、皆さん方に御協力いただき、この

会を続けてきたわけだが、何年まで続けるのか市長に聞きたい。 

各種団体の長のみなさん方にお集まりいただき、境川町の地域審議会が開催できる

ことを本当にありがたく思う。 

さきほど事務局からも話があったが、夏祭りもこの会のメンバーを中心とした実行

委員会のなかで色々決めていかなければならないので御協力を願う。 

私も、ずっと会長を務めさせていただいているので他の方にお願いしたいところだ

が、年長者にということで推薦いただいたので、できるだけのことをさせていただこ
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うと思う。 

いずれにしても、各町に地域審議会があるので、同じ歩調で進めてきている中で、

他の町の地域審議会ともお話をしていかなければならないこともあるかと思うが、ま

ずは、皆さん方のお力を貸しいただき、境川町の地域審議会を進めていきたいと思う。

よろしく願う。 

それでは、さっそく議事に入りたい。（２）地域審議会について、事務局から説明を

願う。 

 

(2) 地域審議会について 

 ・資料に基づき事務局から説明 

 

（会長） 

ただいま、条例について事務局から説明があったが、質問、意見等あったらお願い

したい。 

（委員） 

  説明の中で、来年 3 月で地域審議会が終わるとのことだが、それ以降どうなるのか、

わかっている範囲で教えていただきたい。 

（支所長） 

  地域審議会が今年度で終わるかどうかについて、現在の条例のままだと今年度いっ

ぱいで終わることになる。条例改正して、期間の延期をするかどうかについて、現在、

主管課である企画課にて検討しているところ。秋頃までに判断して、その際は皆さん

にお集まりいただき、内容を御報告することになるかと思う。 

（会長） 

  他に、質問等はあるか。 

（委員） 

  私は初めてなので、過去にこの会でどのようなことをしているのか。 

（事務局） 

今手元に資料が無いので正確な説明ができないが、新市建設計画への諮問というこ

とで計画期間延長の諮問が昨年あった。その前にも 5 年前に 1 度あったと思う。 

その他には、境川町としての要望事項を審議会として取りまとめた経過や、最近で

は、2 年前に支所業務の見直しや、水道料金の見直しの説明があったかと思う。 

（会長） 

  他に、質問等はあるか。 

 （３）その他で皆さんから何か議題はあるか。 

  事務局で何かあるか。 

（事務局） 

  事務局では特にない。 

（会長） 

特に無いようなので、議事はこれで終わりとしたい。 



 

- 4 - 

（事務局） 

  ありがとうございました。 

 

4．その他  

  その他で何かあるか。 

無いようなので、最後に ５．閉会のあいさつを副会長にお願いしたい。 

 

5．閉会（副会長） 

短時間であったが、第 1 回の審議会御苦労様でした。10 月に消費税が上がるが、こ

の会も、公共料金の値上げについて、何回も議論してきた。消費税も上がり、水道料

金も上がり、そんな市にはしたくないと思うので、公共料金を上げないよう、行政で

頑張っていただき、市民の暮らしを楽にしていただくようお願いする。 

  以上で、閉会とする。 

 

 

互礼を交わし終了 


